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○岡山理科大学岡山キャンパスにおける動物実験管理部会に関する細則 

令和２年10月28日 

（設置） 

第１条 岡山理科大学岡山キャンパス（以下、「岡山キャンパス」という。）に、岡山理科

大学全学動物実験管理委員会規程（以下、「全学委員会規程」という。）第９条第２項に

基づき岡山キャンパスにおける動物実験管理部会（以下、「本部会」という。）を置く。 

（目的） 

第２条 本部会は、動物実験管理等を適正かつ円滑に実施することを目的とする。 

（組織） 

第３条 本部会は、理学部・理学研究科２名、工学部・工学研究科２名、岡山キャンパス内

のその他各学部・研究科１名に加え、次に掲げる委員５名以内によって構成する。 

(1) 動物実験に関して優れた識見を有する者 

(2) 実験動物に関して優れた識見を有する者 

(3) その他学識経験を有する者 

（任期） 

第４条 委員の任期は２年とし、欠員が生じたときの補充委員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

（部会長等） 

第５条 本部会に部会長及び副部会長を置く。 

２ 部会長は、委員の互選により定める。 

３ 副部会長は、部会長が指名する。 

４ 部会長は、会務を総括し、副部会長は、部会長を補佐する。 

５ 部会長に支障があるときは、部会長の指名した副部会長がこれを代行する。 

６ 本部会にその他の役職を置くことができ、役職は部会長が指名する。 

（会議の招集及び成立） 

第６条 部会長は、本部会を招集し、議長となる。 

２ 本部会は、委員の半数以上の出席をもって成立する。 

３ 本部会は、部会長が必要と認めるときは、書面（または電子メール）会議をもって代え

ることができる。 

（審議事項） 

第７条 本部会は、岡山キャンパスにおける動物実験等に関し、次の事項について審議又は
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調査する。 

(1) 申請された動物実験計画の規程への適合性の審査 

(2) 動物実験計画の実施状況及び結果に関すること。 

(3) 施設等及び実験動物の飼養保管状況に関すること。 

(4) 動物実験等の実施に係る教育訓練の実施に関する事項 

(5) その他、全学委員会から委任された事項 

２ 本部会の議事は、出席委員の過半数の同意をもって本部会の案とする。 

３ 本条第１項第１号の審査が本部会の委員に係る場合、当該委員は、その審査及び判定に

加わらないこととする。 

（意見の聴取） 

第８条 本部会が認めたときは員以外の者を出席させ、意見聴取することができる。ただし、

その者を審議に加えることはできない。 

（報告） 

第９条 審議の結果は、本部会の部会長が全学委員会の委員長に報告する。 

（細則等） 

第10条 本部会に関する細則に定めるものの他、本部会に関して必要な事項は、本部会が

別に定める。 

（事務） 

第11条 本部会の事務は、学部運営事務室において行う。 

（改廃） 

第12条 本細則の改廃は、本部会及び全学委員会の審議を経て学長が決定する。 

附 則 

この細則は、平成31年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年10月28日 第７回大学協議会） 

この改正細則は、令和２年10月28日から施行する。 

 


